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北 第　　　号
　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　　　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北見市長　　　　　　　　　　　　

保険給付支払一時差止額からの滞納額控除通知書


国民健康保険法第６３条の２第３項の規定により、　　　　年　　月　　日付をもって保険給付支払一時差止額から国民健康保険料の滞納額を控除いたしますので、あらかじめ下記のとおり通知いたします。

記

１．差止めに係る保険給付の支払額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

２．控除する滞納額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円


３．控除する滞納額に係る納期限

	納　　　期　　　限
	納　　　期　　　限

	　　　　　年　　　月　　　日
	　　　　　年　　　月　　　日

	　　　　　年　　　月　　　日
	　　　　　年　　　月　　　日

	　　　　　年　　　月　　　日
	　　　　　年　　　月　　　日

	　　　　　年　　　月　　　日
	　　　　　年　　　月　　　日

	　　　　　年　　　月　　　日
	　　　　　年　　　月　　　日

	　　　　　年　　　月　　　日
	　　　　　年　　　月　　　日


　
◆裏面もご覧ください。

１　この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に、北海道国民健康保険審査会に対して審査請求をすることができます。
　　審査請求先　　北海道国民健康保険審査会
　　　　　　　　　住　　所　　〒060-8588　札幌市中央区北３条西６丁目
　　　　　　　　　北海道保健福祉部健康安全局国保医療課
　　　　　　　　　電話番号　　０１１－２３１－４１１１（代表）
２　この処分について不服がある場合は、前項の審査請求に対する裁決があったことを知った日から６か月以内に、北見市（訴訟において北見市を代表する者は北見市長となります。）を被告として、釧路地方裁判所（北見市の所在地を管轄する裁判所）に処分の取消しの訴えを提起することができます。
　　なお、裁決があったことを知った日から６か月以内であっても、裁決の日から１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。
３　この処分については、第１項の審査請求の裁決を経た後でなければ、裁判所に処分の取消しの訴えを提起することができません。（国民健康保険法第１０３条）
　　ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、審査請求に対する裁決を経ないで処分の取消しの訴えを提起することができます。
（１）審査請求があった日から３か月を経過しても裁決がないとき。
（２）処分、処分の執行又は手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき。
（３）その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。











【連絡先】　　　保健福祉部国保医療課　　　　　　電話：０１５７－２５－１１３０
　　　　　　　　　端野総合支所保健福祉課　　　　　電話：０１５７－５６－２１１７
　　　　　　　　　常呂総合支所保健福祉課　　　　　電話：０１５２－５４－２１１４
　　　　　　　　　留辺蘂総合支所保健福祉課　　　　電話：０１５７－４２－２４２５



